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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 

 

 

当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました平成29年３月

期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記

載致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．開示すべき重要な不備の内容 

当社の連結子会社である UKC ELECTRONICS ( H.K. ) CO., LTD.（以下、「ＵＫＣ香港」という）における

前渡金等の資産の評価について精査が必要となることが判明しました。 

このため、当社は、社外専門家を補助者として選定し社内調査を実施したところ、一部の前渡金に関連し

た売掛金回収に対する疑義が高まりました。 

そこで、当社は、平成29年５月30日に当社とは利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者

委員会を設置し、本件疑義の事実関係の調査、原因究明を実施いたしました。平成29年７月19日に受領し

ました、第三者委員会の調査報告書等により、以下の事実が判明いたしました。 

 

・本件対象取引における前渡金の一部が売掛金に還流しており、ＵＫＣ香港が意図的に売掛金の回収偽装を

行った 

・ＵＫＣ香港の売掛金の回収実態に照らして合理的な見積りに基づく貸倒引当金計上がなされなかった 

・当事者取引として売上総額を表示したビジネスの一部に代理人取引として純額表示すべき取引があり、売

上が過大に表示されていた 

 

これにより、当社は過年度の決算を修正するとともに、平成25年３月期から平成28年３月期までの有価

証券報告書、及び平成27年３月期第１四半期から平成29年３月期第３四半期までの四半期報告書の訂正報

告書を提出することといたしました。 

以上のことから、当社及び子会社の全社的な内部統制並びに、決算・財務報告プロセスの以下の不備は、

当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。 

 

会社名  ：株式会社ＵＫＣホールディングス 
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・海外グループ会社管理部門・コンプライアンス部門・内部監査部門などの本社管理部門の弱体 

・リスク管理の視点の欠如 

・取締役会の機能不全 

・売上計上、売掛債権管理、引当金計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備及び運用が不十

分であったこと 

 

２．事業年度末までに是正できなかった理由 

本件は当事業年度末日以降に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができません

でした。 

 

３．開示すべき重要な不備の是正方針 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、重要な不備を是正するために第三者委員会か

らの提言を踏まえ、第三者委員会報告書検討委員会（以下、「報告書検討委員会」という）を設立し、当社の

新しい体制構築に資する施策を立案し、再発防止を推進してまいります。 

 

４．連結財務諸表等に与える影響 

上記不備に起因する必要な修正事項は、連結財務諸表に反映させているため、当事業年度の連結財務諸表

に与える影響はございません。 

 

５．連結財務諸表の監査報告における監査意見 

無限定適正意見です。 

 

  以上 


